
江
戸
幕
府
の
医
官
家
転
変
の
情
況
を
、
関
東
船
橋
氏
の
実
例
を
も

っ
て
、
一
望
し
て
み
た
い
と
思
う
。
基
本
的
な
史
料
は
、
『
相
模
拾

遺
風
土
記
』
、
『
旧
高
旧
領
取
調
帳
』
、
『
寛
永
諸
家
系
図
墓
』
、
『
寛
政

重
修
諸
家
譜
』
、
『
尊
卑
分
脈
』
、
『
系
図
蟇
要
』
、
『
続
群
害
類
従
』
系

図
部
、
相
模
国
西
富
岡
村
「
堀
江
家
文
書
」
な
ど
で
あ
る
。

一
一船

橋
氏
の
世
系
は
、
天
武
清
原
氏
で
あ
る
。
織
豊
期
の
清
原
秀
賢

が
、
山
城
国
舟
橋
保
（
大
山
崎
町
）
を
領
し
て
舟
橋
と
改
姓
し
た
。

以
降
、
こ
の
嫡
系
は
京
都
に
あ
っ
て
、
明
経
道
を
も
っ
て
朝
廷
に

仕
え
、
代
々
の
天
皇
の
侍
読
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
京
都
舟
橋
氏
」

で
あ
る
。

秀
賢
の
末
子
元
理
が
、
「
関
東
船
橋
氏
」
の
初
代
で
あ
る
。
公
家

関
東
船
橋
氏
に
つ
い
て

奥
富
敬
之

の
典
礼
故
実
に
通
じ
て
い
た
の
で
、
徳
川
家
康
に
招
か
れ
て
江
戸
に

下
っ
た
と
い
う
所
伝
が
あ
る
が
、
信
愚
度
は
低
い
。
だ
い
た
い
、
元

理
自
身
が
幕
府
に
仕
官
し
た
と
い
う
徴
証
は
、
ま
っ
た
く
な
い
。

元
理
は
京
都
に
あ
っ
て
、
す
で
に
医
を
業
と
し
て
い
た
ら
し
い
。

「
長
庵
」
と
い
う
名
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
、
そ
れ
を
暗
示
し
て
い

る
。
東
国
に
下
っ
た
の
も
、
新
興
の
江
戸
を
目
指
し
た
も
の
だ
ろ

う
。
こ
の
と
き
、
「
舟
橋
」
を
「
船
橋
」
に
改
め
た
。
京
都
の
本
宗

家
を
障
っ
た
も
の
ら
し
い
。

は
る
あ
き

そ
の
子
玄
晧
の
代
の
元
禄
三
年
（
一
六
九
○
）
九
月
、
幕
府
に
召

し
出
さ
れ
て
寄
合
医
に
な
っ
た
。
ま
だ
二
百
俵
の
廩
米
取
り
で
、
石

取
り
で
は
な
い
。

同
四
年
七
月
、
奥
医
師
に
取
り
立
て
ら
れ
、
同
九
月
に
は
「
御
匙
」

に
昇
り
、
同
十
二
月
に
法
眼
位
に
叙
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
同
五
年

十
一
月
、
六
十
一
歳
で
死
に
、
江
戸
雑
司
谷
（
豊
島
区
雑
司
ヶ
谷
町
）

の
日
蓮
宗
法
明
寺
に
葬
ら
れ
た
。
法
名
日
寿
。

は
る
の
り

そ
の
子
玄
恂
は
、
父
の
死
の
一
ヵ
月
前
に
御
目
見
得
の
身
分
を
得

て
い
た
が
、
家
督
嗣
立
直
後
は
小
普
請
組
だ
っ
た
。
二
年
後
に
寄
合

医
に
な
り
、
四
年
後
に
奥
医
師
に
上
っ
て
法
眼
に
叙
せ
ら
れ
、
六
年

後
の
元
禄
十
年
に
「
御
匙
」
に
な
っ
た
。
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こ
の
間
、
『
医
語
訓
解
』
、
『
養
生
余
録
」
な
ど
の
医
書
を
著
わ
し

た
が
、
と
も
に
現
存
し
な
い
。
そ
の
前
後
の
頃
、
相
模
国
大
住
郡
で

五
百
石
を
給
さ
れ
て
、
廩
米
取
り
か
ら
采
地
給
与
に
転
じ
、
さ
ら
に

武
蔵
国
都
筑
郡
で
二
百
石
を
加
増
さ
れ
て
い
る
。

は
る
た
か

宝
永
三
年
（
一
七
○
六
）
四
月
、
医
官
三
代
の
玄
侃
が
嗣
立
し
て

寄
合
医
に
任
ぜ
ら
れ
た
と
き
、
わ
ず
か
十
四
歳
だ
っ
た
。
直
後
に
御

目
見
得
の
身
分
と
な
り
、
享
保
十
四
年
（
一
七
二
九
）
閨
九
月
、
番

医
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

は
る
ひ
ろ

宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
五
月
、
次
男
玄
寛
が
四
代
を
嗣
立
、
す

ぐ
に
寄
合
医
に
任
ぜ
ら
れ
て
将
軍
家
重
に
御
目
見
得
し
、
同
十
二
年

五
月
、
番
医
に
挙
げ
ら
れ
た
。

と
こ
ろ
が
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
十
二
月
、

「
病
に
を
か
さ
れ
、
不
束
の
願
書
を
呈
せ
し
に
よ
り
、
家
を
譲
り

て
隠
居
す
べ
き
む
れ
、
厳
命
を
蒙
」

と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
と
き
に
四
十
八
歳
。

は
る
や
す

と
き
に
五
代
玄
鼎
は
、
十
二
歳
だ
っ
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
小

普
請
入
り
し
た
が
、
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
三
月
、
将
軍
家
治
に

御
目
見
得
し
、
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
六
月
、
番
医
に
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。

一
一
一以

降
の
六
代
も
ほ
ぼ
同
様
の
生
涯
だ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
十
一

代
宗
恂
の
知
行
に
よ
っ
て
も
、
窺
わ
れ
る
。

相
模
国
大
住
郡

西
金
目
村
不
明

日
向
村
八
一
石
四
九
六
○

大
句
村
一
二
四
石
九
五
六
○

小
鍋
島
村
三
五
石
五
一
九
四

南
金
目
村
四
二
七
石
九
一
五
○

小
計
六
六
九
石
八
八
六
四

武
蔵
国
都
筑
郡

恩
田
村
五
四
石
四
九
七
五

上
星
川
村
一
八
三
石
四
二
八
○

小
計
二
三
七
石
九
二
五
五

総
計
九
○
七
石
八
二
九

明
治
維
新
に
よ
っ
て
失
業
し
た
船
橋
宗
恂
は
、
旧
知
行
所
の
金
目

村
に
居
を
移
し
、
伊
勢
原
町
を
経
て
、
平
間
村
七
六
番
地
に
移
転
し

て
、
開
業
医
と
な
っ
た
。
か
つ
て
将
軍
の
脈
を
と
っ
た
身
が
、
農
民

の
診
療
に
あ
た
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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長
男
貫
一
郎
は
東
京
鎮
台
に
徴
兵
さ
れ
、
明
治
十
年
二
月
、
西
南

戦
争
で
戦
死
し
た
。
次
男
蛙
吉
郎
は
東
京
に
赴
い
て
西
洋
医
学
を
学

ん
だ
。
し
か
し
、
三
十
五
歳
で
病
死
し
た
。

三
男
、
四
男
は
、
す
で
に
天
折
し
て
い
た
。
末
子
徳
太
郎
は
医
師

に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
次
男
宗
次
郎
が
、
や
が
て
医

師
に
な
っ
た
。

明
治
二
十
四
年
二
月
に
死
ん
だ
船
橋
宗
恂
の
墓
は
、
豊
島
区
雑
司

ヶ
谷
の
法
明
寺
に
あ
る
。

（
日
本
医
科
大
学
）

昭
和
五
十
五
年
石
川
県
の
郷
士
史
家
大
鋸
彦
太
郎
氏
は
死
去
し

た
。
死
後
遺
族
か
ら
同
氏
が
長
年
に
わ
た
っ
て
蒐
集
し
た
尼
大
な
資

料
を
「
大
鋸
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
と
し
て
、
石
川
県
歴
史
博
物
館
へ
寄

贈
さ
れ
た
。
ま
だ
、
こ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
整
理
中
で
あ
る
が
、
過

日
、
同
学
の
今
井
一
良
氏
か
ら
前
田
慶
寧
の
病
状
記
録
の
あ
る
こ
と

の
指
摘
を
う
け
た
。

こ
の
記
録
は
和
紙
五
葉
に
綴
ら
れ
て
お
り
、
登
場
人
物
の
史
的
背

景
か
ら
み
て
、
明
治
五
年
の
加
賀
藩
第
十
四
代
藩
主
前
田
慶
寧
の
病

状
記
録
（
診
断
書
）
で
あ
る
。
診
察
し
た
の
は
、
大
学
東
校
の
テ
オ

ド
ー
ル
・
ホ
フ
マ
ン
と
佐
藤
尚
中
で
、
ホ
フ
マ
ン
の
和
訳
を
担
当
し

た
の
は
三
宅
秀
で
あ
る
。

こ
の
綴
の
標
題
は
「
御
容
子
書
」
で
「
忽
布
満
尚
中
二
氏
ノ

按
」
と
あ
り
、
そ
の
内
容
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

此
患
者
左
右
両
肺
二
結
核
ヲ
以
テ
盈
實
シ
就
中
右
肺
ヲ
多
ト
ス

前
田
慶
寧
の
病
状
記
録
に
つ
い
て

寺
畑
喜
朔
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